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独立行政法人農業者年金基金の業務・組織全般の見直し

令和４年８月

厚 生 労 働 省

農 林 水 産 省

１．基本的な考え方

（１）法人を取り巻く社会経済情勢

① 我が国の農業・農村は、国民生活に必要不可欠な食料を供給する機能を有

するとともに、国土保全等の多面的機能を有している。しかしながら、平成

から令和へと時代が変わり、国内ではかつてない少子高齢化・人口減少の波

が押し寄せ、土地利用型農業を中心に農業就業者数や農地面積が減少し続け

るなど、生産現場は依然として厳しい状況に直面している。このままでは、

食料・農業・農村基本法の基本理念である食料の安定供給の確保と多面的機

能の発揮に支障が生じるおそれがある。

こうした農業・農村が直面する課題に対応するため、令和２年３月31日に

閣議決定された新たな「食料・農業・農村基本計画」では、農業・食品産業

の成長産業化を促進する「産業政策」と、多面的機能の維持・発揮を促進す

る「地域政策」とを車の両輪として推進し、将来にわたって国民生活に不可

欠な食料を安定的に供給し、食料自給率の向上と食料安全保障の確立を図る

こととされているところである。

こうした中、将来に向けて世代間のバランスのとれた農業就業構造を実現

するためには、青年層の農業就業者を増加させていくことが重要であること

から、農業の内外からの青年層の新規就農や経営の厚みを増してきている農

業法人化を一層促進するとともに、リタイアする農業者の農地その他の経営

資源について、親子間・親族間の経営継承を含めた若い担い手への計画的な

経営継承を促進する必要がある。

② また、年金資産の運用環境においては、国内外の経済金融情勢が不透明な

状況が続いている。また、「持続可能な開発目標（SDGs）」への関心が世界的

に高まっており、SDGsの達成に貢献するESG投資（環境（Environment）、社会

（Social）、ガバナンス（Governance）を重視した投資）の世界的な拡大によ

り、企業等が環境等への取組を主要な経営戦略の一つとする動きが加速して

いることに考慮する必要がある。

③ さらに、デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和４年６月７日閣議決

定）に即して個人のID・認証基盤であるマイナンバー制度をデジタル社会に

おける社会基盤として利用することにより、国民が多くの書類を準備・提出

することが必要となっていた行政手続について、必要な添付書類を減らし、

また、行政の事務処理もスムーズにするなど、国民の利便性の向上につなげ

る必要がある。
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（２）法人の位置付け・役割等

次世代の農業の担い手を確保するためには、他産業と遜色ない生涯所得を展

望しながら意欲を持って農業に取り組める環境の整備が必要であり、その際、

引退後の老後生活についても安心できるような公的な保障を整備し、就農に当

たって老後の不安を払拭することも、農業の担い手を確保する上で重要な要素

の一つである。

独立行政法人農業者年金基金（以下「基金」という。）は、農業者の老齢につ

いて必要な年金等の給付の事業を行うことにより、国民年金の給付と相まって

農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資

することを目的としており、農業者の老後生活までカバーする唯一の農業政策

の実施機関として、農業の担い手の確保を図る上で重要な役割を担っている。

また、担い手である農業者年金加入者が、国庫補助及びその運用収入を原資

とした年金（特例付加年金）を受給しようとする際に、その者の有する農地等

の資源を若い後継者等に経営継承することにより、次世代の担い手の育成に寄

与している。

（３）業務・組織の見直しの考え方

次期中期目標期間においては、農業の将来を支える若い担い手の確保が喫緊

の課題となっていることなどを踏まえ、業務の適正かつ着実な実施を確保しつ

つ、効果的かつ効率的な業務運営を図り、政策年金としての機能が十分に発揮

され、また、社会的要請による取組を行うため、基金の業務及び組織について、

以下の見直しを行う。

２．事務及び事業の見直し

（１）農業者年金事業

＜講じる措置＞

① 事務処理の迅速化及び適正化を図るとともに、仮に事務処理誤りが発生し

た場合、その原因究明と再発防止を徹底する。

② 今後見込まれる公的年金に係る源泉徴収事務を適正に処理するための体制

整備や受給者への周知等を行う。

＜背景・理由＞

① 事務処理誤りの発生は、農業者年金制度及び基金に対する信用を著しく失

墜させる原因となる。また、仮に事務処理誤りが発生した場合は、その原因

究明と再発防止を徹底するとともに、その発生防止に係るリスクマネジメン

トが重要である。

② 今後、被保険者によっては年金原資が一定以上積み立てられ、年金額が所

定の金額を超えて公的年金等の源泉徴収事務を実施することが見込まれるた

め、当該事務を適正に処理するために、事務フローの策定やシステム整備等

の体制整備及び受給者への周知を行う必要がある。

（２）年金資産の安全かつ効率的な運用

＜講じる措置＞
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年金資産の運用については、基本となる年金資産の構成割合（政策アセット

ミクス）を定め、安全かつ効率的に運用するとともに、政策アセットミクスに

ついては、国内外の経済金融情勢の変化等に照らした妥当性の検証等を適切に

実施する。

また、加入者の年金資産に係る長期的な総合収益の確保を前提とし、実務上

の課題を踏まえ、ESG投資を検討する。

＜背景・理由＞

年金資産の運用については、直近５か年(平成29年度～令和３年度）の平均利

回りが3.43％となっているなど、安定的かつ効率的な運用が確保されている一

方で、国内外の経済金融情勢が不透明な状況が続いているため、政策アセット

ミクスについて、資金の運用環境の変化等に照らした妥当性の検証等を適切に

実施する必要がある。

また、ESG投資の検討においては、現在、基金が採用しているベンチマークに

比較して加入者の年金資産に係る長期的な総合収益の確保を目指せるか、運用

コストが上昇することがないかなどの課題を踏まえながら検討する必要がある。

（３）農業者年金制度の普及推進及び情報提供の充実

＜講じる措置＞

農業者年金制度の普及推進に当たっては、新規就農者など農業の将来を支え

る若い担い手の確保・育成に資するよう、若い農業者の加入の更なる拡大を目

指して目標を設定し、取組を進める。

また、農業経営の発展等に重要な役割を担う女性の活躍を後押しする観点か

ら、女性農業者の加入推進目標を設定し、女性農業者に対する普及推進の取組

を更に強化することとする。

なお、農業者年金制度の普及推進においては、農業経営を支援する農業内外

の関係団体等との連携強化など、一層工夫した加入推進を実施する。

＜背景・理由＞

農業者の一層の高齢化と減少が急速に進むことが見込まれる中で、我が国の

農業が成長産業として持続的に発展し、食料等の農産物の安定供給及び多面的

機能の発揮という役割を果たすためには、農業内外からの若い農業者の確保・

育成や農業者のリタイアを契機とした農地等の資源の経営継承の推進によって、

次世代の農業を担う者を確保することが農政上の喫緊の課題となっている。

また、農業経営を発展等させていく上で、農業経営への女性参画は重要な役

割を果たしているため、女性農業者を育成する環境の整備が求められている。

なお、農業者年金制度の周知を徹底するため、農業経営を支援する農業内外

の関係団体等との連携強化など、一層の工夫した加入推進を行う必要がある。

（４）ホームページ等による情報の提供

＜講じる措置＞

基金のホームページにおける新制度の年金額シミュレーションや農業者年金

と国民年金を合算した年金額の試算例等の情報提供を充実し、加入者及び加入

しようとする者が、将来受給できる見込みの年金額を把握しやすくするなど、
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効果的な情報提供の手法等を検討する。

＜背景・理由＞

加入者の老後の生活設計に資するため、将来受給できる見込みの年金額（試

算額）を被保険者等が把握しやすくするなど効果的な情報提供の手法を検討す

る必要がある。

３．組織の見直し

（１）組織形態の見直し

＜講じる措置＞

現行の組織形態により業務を遂行する。

＜背景・理由＞

農業者年金制度に係る事務・事業は、

① 「農業者の確保」を目的とした政策年金であり、公共性が高い事業とし

て、確実に実施される必要があること

② 業務の運営に当たっては、社会保障と農地等の経営継承等に係る制度の

知見が必要であり、一つの法人で実施すべきであること

③ その業務運営は保険会社を含む金融機関に類似する業態であり、国が直

接に実施する必要がないこと

④ 利益の多寡が事業の実施を左右する民間の機関では、政策目的に向けた

確実な事業実施が担保できないこと

から、引き続き、現在の組織形態を維持する必要がある。

（２）組織体制の整備

＜講じる措置＞

組織体制について、旧制度と新制度における業務量等の点検又は予測による

人員配置を基本としつつ、新たな業務等の発生に対応し、必要に応じ機動的に

人員配置の見直しを行うこととする。また、IT及び資産運用の専門的知識を有

する者の育成・確保に努める。

また、情報システムの整備及び管理を適切かつ円滑に実施するため、PMOを設

置する。

＜背景・理由＞

マイナンバー情報連携、電子申請等への対応や内部統制システムの充実、情

報セキュリティ対策の強化、国内外の金融経済情勢が不透明な中での年金資産

の運用やESG投資の検討など、業務運営上の必要性が高まっている新たな課題に、

柔軟かつ迅速に対応できるように、専門的知識を有する者の育成・確保に努め

る必要がある。

また、情報システムの整備及び管理について、国、基金における相互の連携

の確保等を図るため、「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」（令和３

年12月24日デジタル大臣決定。以下「情報システム整備方針」という。）にのっ

とり、PMOを設置する必要がある。

（３）組織運営の改善
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＜講じる措置＞

業績評価と能力評価を柱とした人事評価制度の的確な運用を行うとともに、

超過勤務縮減、男性職員の育児休業取得等の育児・介護等との両立支援、職員

の心の健康の保持・増進、業務内容に応じたテレワークの推進など、職員のワ

ークライフバランスの改善に取り組む。

また、専門性の高い業務を適切に遂行する観点から、専門研修や資格取得支

援等を行うとともに、若手職員や女性職員の活躍の場を積極的に設けるなど職

員の人材育成に取り組み、働き方改革を積極的に推進する。

＜背景・理由＞

労働者の働き方の改善は、社会全体としての意識改革、生活改革として進め

ていく必要があり、職員のワークライフバランスの改善、職場の活性化、職員

のモチベーション向上といった効果が期待されることから、引き続き、「働き方

改革」に積極的に取り組むことが必要である。

４．その他（業務全般に関する見直し）

（１）業務運営体制の整備

① 業務運営の効率化等

事務手続・事務処理の負担軽減及び業務運営に要する経費の抑制を図る観

点から、業務フローの検証・見直しや業務のデジタル化により、業務運営全

般にわたって効率化・簡素化の取組を進める。

② 電子化の推進

ア 上記①の業務運営の効率化や加入者等における届出等の手続に係る負担

軽減のため、手続のオンライン化やマイナンバー制度による情報連携を活

用した被保険者資格や受給資格等の確認及び届出者等の添付資料の省略な

ど、業務等のデジタル化の推進に努める。

イ 新たな農業者年金記録管理システムについて、改修費用及び保守運用費

用の低減等が図られるように、また、将来のクラウド化を視野に検討を進

める。

また、業務受託機関の業務改善や事務処理の進行管理等が可能となるよ

う、農業者年金記録管理システムを利用可能な受託機関の全てが利用する

ことを目指し、その更なる利用促進に取り組む。

ウ 情報システムの整備及び管理については、情報システム整備方針にのっ

とり、適切に対応する。

③ 内部統制の徹底・有効性の向上

内部統制は、適切なマネジメントの下、基金のミッションを効果的かつ効

率的に達成するための重要なツールであり、リスクの評価と対応、統制活動

を行った上で、適切なモニタリングを通じ継続的に改善しつつ、PDCAサイク

ルを適切に回していくことが重要である。

このため、引き続き、内部統制システムの充実・強化に取り組むこととし、

既に整備している内部統制システムの有効性について、継続的に点検・見直
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しを実施し、その有効性の向上を図るための取組等を進める。

④ 情報セキュリティ対策の強化

個人情報を狙ったサイバー攻撃によるリスクの増大から、その対策の重要

性はますます大きくなっている。基金は加入者等に係る多くの個人情報を保

有し、さらにマイナンバー制度における情報連携の推進・拡大によって特定

個人情報を取り扱う機会が増加するため、これらの情報漏えいの防止に必要

な措置や情報セキュリティ対策を適確に講ずることが求められる。

このため、「サイバーセキュリティ戦略」（令和３年９月28日閣議決定）

に基づき、サイバーセキュリティの強化に努めるとともに、「政府機関等の

サイバーセキュリティ対策のための統一基準」等に即したセキュリティポリ

シーについて、役職員への周知を徹底するなど、引き続き、情報セキュリテ

ィ対策の徹底・強化に取り組む。

（２）財務内容の改善

基金の会計処理において業務達成基準により、業務ごとの費用の適切な管理

を行う。

（３）温室効果ガスの排出の削減等

「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行す

べき措置について定める計画」（令和３年10月22日閣議決定）に準じた計画を策

定し、それに基づく取組を行うとともに、実施状況の点検を行う。

上記（１）から（３）までのほか、既往の閣議決定等に示された政府方針に基づ

く取組について、着実に実施する。


